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○東京医科歯科大学大学院学則
  平成16年４月１日
  規  程  第  ５  号

　　　第１章　総則
第１条　本大学院は医学、歯学及びそれらの相互関連領域に関する学術の理論及び応用を教授研究し、その
深奥を究めて文化の進展に寄与することを目的とする。
２　各研究科、教育部及び研究部における人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的については、
当該研究科等において別に定める。
第２条　本大学院に、次の課程を置く。
　（1）医学又は歯学を履修する修士課程及び博士課程
　（2）前期２年及び後期３年に区分して履修する博士（前期・後期）課程（以下、区分する場合は、前期２
年の課程を「博士（前期）課程」、後期３年の課程を「博士（後期）課程」という。）
２　修士課程及び博士（前期）課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又
は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。
３　博士課程及び博士（後期）課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はそ
の他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うこと
を目的とする。
４　博士（前期）課程は、これを修士課程として取扱う。

　　　第２章　組織
第３条　本大学院に、国立大学法人東京医科歯科大学組織運営規程（平成16年規程第１号）の定めるところ
により、次の研究科、教育部及び研究部を置く。
　　医歯学総合研究科
　　保健衛生学研究科
　　生命情報科学教育部
　　疾患生命科学研究部
第４条　医歯学総合研究科に、次の課程、専攻及び講座を置く。

（                        ）

課　　程 専　　攻　　名 講　　座　　名

修　士　課　程 医歯科学

博　士　課　程

口腔機能再構築学系

口腔機能再建学
口腔機能発育学
攝食機能保存学
攝食機能回復学

顎顔面頸部機能再建学系
顎顔面機構制御学
顎顔面機能修復学
頭頸部再建学

生体支持組織学系 生体硬組織再生学
支持分子制御学

環境社会医歯学系 国際健康開発学
医療政策学

老化制御学系 口腔老化制御学
加齢制御医学
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２　医歯学総合研究科医歯科学専攻に、医療管理政策学コースを置く。
３　前項の医療管理政策学コースは、これを次のコースに区分するものとする。
　（1）医療管理学コース
　（2）医療政策学コース
第５条　保健衛生学研究科に、次の課程、専攻及び講座を置く。

第６条　生命情報科学教育部に、次の課程及び専攻を置く。

第７条　疾患生命科学研究部に、次の研究部門を置く。
　　　疾患生命情報研究部門
　　　応用構造情報研究部門
　　　高次生命制御研究部門

　　　第３章　収容定員
第８条　本大学院の入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。
　（1）医歯学総合研究科

博　士　課　程

認知行動医学系 システム神経医学
脳行動病態学

生体環境応答学系

消化代謝病学
呼吸循環病学
生体調節制御学

器官システム制御学系

感染応答学
生体応答学

先端医療開発学系 遺伝子・分子医学
先端外科治療学

包括診療歯科学
全人診断治療学

全人的医療開発学系

課　　程 専　　攻　　名 講　　座　　名

博士（前期･後期）課程
総合保健看護学

地域・在宅ケア看護学
看護機能・ケアマネジメント開発学
健康教育開発学

生体検査科学 生体情報解析開発学
分子・遺伝子応用検査学

課　　程 専　　攻　　名

博士（前期･後期）課程
バイオ情報学

高次生命科学

区　　分 専　　攻　　名

修　士　課　程
医歯科学
 （医療管理学コース）
 （医療政策学コース）

入学定員 収容定員

口腔機能再構築学系
顎顔面頸部機能再建学系
生体支持組織学系
環境社会医歯学系
老化制御学系
全人的医療開発学系

博　士　課　程

 65
 (5 )
 (10 )
 42
 30
 18
 20
 10
 8

 125
 (5 )
 (20 )
 168
 120
 72
 80
 40
 32
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　（2）保健衛生学研究科

　（3）生命情報科学教育部

　　　第４章　修業年限等
第９条　本大学院の標準修業年限は、修士課程及び博士（前期）課程においては２年（第４条第３項第１号
の医療管理学コースにおいては１年）とし、博士課程においては４年とし、博士（後期）課程においては
３年とする。
第10条　学生は、指導教授及び研究科長又は教育部長を経て、学長の許可を受け、在学期間を前条各課程の
標準修業年限の２倍まで延長することができる。

　　　第５章　学年、学期
第11条　学年は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。
第12条　学年を分けて、次の学期とする。
　　前期　　４月１日から９月30日まで
　　後期　　10月１日から３月31日まで

　　　第６章　授業科目、履修方法及び単位等
第13条　本大学院において開設する授業科目及びその単位数については、別に定める。
第13条の２　１単位の授業科目を、45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業
の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、１単位当たりの授業時
間を次の基準により、各研究科及び教育部において別に定める。
　（1）講義及び演習については、15時間から30時間の範囲
　（2）実験及び実習については、30時間から45時間の範囲
第14条　学生は、指導教授の指示に従って、授業科目の授業及び必要な研究指導を受けなければならない。
第15条　学生が、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教
育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、当該研究科又は教育部（以下「研究

認知行動医学系
生体環境応答学系
器官システム制御学系
先端医療開発学系

博　士　課　程

 19
 17
 29
 21

 76
 68
 116
 84

　備考　括弧内の数字は、医療管理政策学コースに係る定員の数を内数で示す。

区　　分 専　　攻　　名 入学定員 収容定員

総合保健看護学

生体検査科学

総合保健看護学

生体検査科学

博士（前期）課程
 17

 12

 8

 6

 34

 24

 24

 18
博士（後期）課程

区　　分 専　　攻　　名 入学定員 収容定員

バイオ情報学

高次生命科学

バイオ情報学

高次生命科学

博士（前期）課程
 21

 24

 8

 7

 42

 48

 24

 21
博士（後期）課程
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科等」という。）において支障のない場合に限り、その計画的な履修（次項において「長期履修」という。）
を認めることがある。
２　長期履修の取扱いに関し必要な事項は、当該研究科等が定める。

　　　第７章　他の研究科等又は大学院等における修学及び留学
第16条　学生が、本大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位（大学院
設置基準（昭和49年文部省令第28号）第15条に規定する科目等履修生として修得した単位を含む。）を本
大学院の研究科又は教育部（以下「研究科等」という。）において教育上有益と認めるときは、本大学院
に入学した後の当該研究科等における授業科目の履修により修得したものとみなすことがある。
２　前項により修得したものとみなすことのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、本大学院の当
該研究科等において修得した単位以外のものについては、合わせて10単位を超えないものとする。
第16条の２　本大学院の研究科等において教育上有益であると認めるときは、あらかじめ本大学院の他の研
究科等と協議のうえ、学生が当該他の研究科等の授業科目を履修すること又は当該他の研究科等において
研究指導の一部を受けることを認めることがある。
２　前項の規定により履修した他の研究科等の授業科目について履修した単位は、10単位を限度として、学
生の所属する研究科等において履修した単位とみなす。
３　第１項の規定により受けた研究指導は、学生の所属する研究科等において受けた研究指導とみなす。
第17条　学生が、他の大学院の授業科目を履修することが教育上有益であると本大学院の研究科等において
認めるときは、あらかじめ当該他の大学院と協議のうえ、学生が当該他の大学院の授業科目を履修するこ
とを認めることがある。
２　前項の規定により履修した他の大学院の授業科目について修得した単位は、10単位を限度として、本大
学院の研究科等において修得した単位とみなす。
第18条　学生が他の大学院、研究所又は高度の水準を有する病院（以下「他の大学院等」という｡）におい
て研究指導を受けることが教育上有益であると本大学院の研究科等において認めるときは、あらかじめ、
当該他の大学院等と協議のうえ、学生が当該他の大学院等において研究指導の一部を受けることを認める
ことがある。ただし、修士課程及び博士(前期)課程の学生にあっては、その期間は１年を超えないものと
する。
２　前項の規定により受けた研究指導は、本大学院の研究科等において受けた研究指導とみなす。
第19条　学生が外国の大学院又はこれに相当する高等教育機関等（以下「外国の大学院等」という｡）にお
いて修学することが教育上有益であると研究科等において認めるときは、あらかじめ、当該外国の大学院
等と協議のうえ、学生が当該外国の大学院等に留学することを認めることがある。ただし、やむを得ない
事情により、当該外国の大学院等とあらかじめ協議を行うことが困難な場合には、留学を認めた後に当該
協議を行うことができる。
２　前項の規定により留学した期間は、在学年数に算入する。
３　第１項の規定により留学して得た修学の成果は、本大学院の研究科等において修得した単位（10単位を
限度とする｡）又は受けた研究指導とみなす。

　　　第８章　課程修了の要件等
第20条　各授業科目の履修の認定は、試験又は研究報告等により、授業科目担当教員が学期末又は学年末に
行う。
第21条　各授業科目の成績は、修士課程及び博士（前期）課程においては優、良、可、不可の４種とし、博
士課程及び博士（後期）課程においては合格、不合格の２種とする。
第22条　修士課程及び博士(前期)課程を修了するためには、本大学院修士課程又は博士（前期）課程に２年（第
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４条第３項第１号の医療管理学コースにおいては１年）以上在学し、所定の授業科目について30単位以上
修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、学位論文を提出して、その審査及び最終試験に合格しなけれ
ばならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を挙げた者と研究科委員会又は教育部教授会
（以下「研究科委員会等」という。）において認めた場合には、１年以上在学すれば足りるものとする。 
２　前項の場合において、修士課程及び博士（前期）課程の目的に応じ研究科委員会等において適当と認め
るときは、特定の課題についての研究成果の審査をもって学位論文の審査に代えることができる。
３　博士課程を修了するためには、本大学院博士課程に４年以上在学し、所定の授業科目について30単位以
上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、学位論文を提出して、その審査及び最終試験に合格しなけ
ればならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を挙げた者と研究科委員会等において認め
た場合には、３年以上在学すれば足りるものとする。
４　博士（後期）課程を修了するためには、本大学院博士（後期）課程に３年以上在学し、所定の授業科目
について保健衛生学研究科にあっては12単位以上、生命情報科学教育上部にあっては20単位以上修得し、
かつ、必要な研究指導を受けた上、学位論文を提出して、その審査及び最終試験に合格しなければならな
い。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を挙げた者と研究科委員会等において認めた場合には、
１年（２年未満の在学期間をもって修士課程を修了した者にあっては、当該在学期間を含めて３年）以上
在学すれば足りるものとする。
第23条　学位論文の審査及び最終試験に関することは、東京医科歯科大学学位規則（平成16年規則第56号。
以下「学位規則」という。）に定めるところにより行うものとする。

　　　第９章　学位
第24条　本大学院を修了した者には、次の区分により修士又は博士の学位を授与する。

区　　分 学　　位
歯学総合研究科 修士課程（医療管理政策 修士（医科学）
 学コースを除く。） 修士（歯科学）
 修士課程（医療管理政策 修士（医療管理学）
 学コース） 修士（医療政策学）
 博士課程 博士（医学）
  博士（歯学）
  博士（学術）
保健衛生学研究科 博士（前期）課程 修士（看護学）
  修士（保健学）
 博士（後期）課程 博士（看護学）
  博士（保健学）
生命情報科学教育部 博士（前期）課程 修士（バイオ情報学）
  修士（高次生命科学）
  修士（生命情報科学）
  修士（理学）
  修士（学術）
 博士（後期）課程 博士（バイオ情報学）
  博士（高次生命科学）
  博士（生命情報科学） 
  博士（理学）
  博士（学術）
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第25条　大学院学生以外の者で、博士の学位を請求して論文を提出する者があるときは、本学学位規則の定
めるところにより、これを受理するものとする。
２　前項の論文の審査は、本学学位規則の定めるところによりこれを行い、その審査に合格し、かつ、専攻
学術に関し、大学院の博士課程修了者と同様に広い学識を有することが試問により確認された者には、博
士の学位を授与する。

　　　第10章　入学、休学、転学、退学
第26条　入学の時期は、毎年度学年始めとする。ただし、本大学院において必要があるときは、学期の始め
に入学させることができる。
第27条　修士課程及び博士（前期）課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者と
する。
　（1）大学（短期大学を除く。）を卒業した者
　（2）学校教育法第68条の２第３項の規定により学士の学位を授与された者
　（3）外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
　（4）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教
育における16年の課程を修了した者

　（5）文部科学大臣の指定した者（昭和28年文部省告示第５号）
　（6）大学に３年以上在学し、又は、外国において学校教育における15年の課程を修了し、本大学院において、

所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
　（7）本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた
者で、22歳に達した者

　（8）その他本大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
２　博士課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
　（1）大学の医学、歯学又は獣医学（６年の課程）を履修する課程を卒業した者
　（2）外国において、学校教育における18年の課程を修了した者
　（3）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教
育おける18年の課程を修了した者

　（4）文部科学大臣の指定した者（昭和30年文部省告示第39号）
　（5）大学(医学、歯学又は獣医学（６年の課程）に４年以上在学し、又は、外国において学校教育におけ
る16年の課程（医学、歯学又は獣医学を履修する課程を含むものに限る。）を修了し、本大学院において、
所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

　（6）本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた
者で、24歳に達した者

　（7）その他本大学院において、大学の医学、歯学及び獣医学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学
力があると認めた者

３　博士（後期）課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
　（1）修士の学位を有する者
　（2）外国において修士の学位に相当する学位を授与された者
　（3）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位に相当する学位を
授与された者

　（4）文部科学大臣の指定した者（平成元年文部省告示第118号）
　（5）本大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認
めた者で、24歳に達した者
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　（6）その他本大学院において、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
第28条　入学検定は、人物、学力及び身体について行うものとする。ただし、学力検査は試験検定とし、試
験の方法は、その都度定める。
第29条　前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、定められた期日までに所定の書類を提出する
とともに、入学料を納付するものとする。ただし、第41条の規定により入学料の免除又は徴収猶予を申請
し受理された者にあっては、当該免除又は徴収猶予を許可し又は不許可とするまでの間、入学料の徴収を
猶予する。
２　学長は、前項の手続を完了した者に入学を許可する。
第30条　学長は、本大学院を退学した者が、再入学を願い出たときは、選考のうえ、許可することがある。
２　前項に関し必要な事項は、当該研究科等が別に定める。
第31条　学生が病気その他の事由により、３ケ月以上休学しようとするときは、医師の診断書又は詳細な理
由書を添え、保証人連署で学長に願出て許可を受けなければならない。
第32条　前条による休学者で休学期間中にその事由が消滅したときは、保証人連署で復学を願出ることがで
きる。
第33条　休学は、１年を超えることはできない。ただし、特別の事由があるときは、更に１年以内の休学を
許可することがある。休学期間は修業年数に算入しない。
第34条　学長は、特に必要と認めたものには休学を命ずることがある。
第35条　学長は、他の大学院に在学する者が、本大学院に転学を願い出たときは、選考のうえ、許可するこ
とがある。
２　前項に関し、必要な事項は、当該研究科委員会等が別に定める。
第36条　学生が、他の大学院に転学しようとするときは、その理由を具して学長に願い出て、その許可を受
けなければならない。
第37条　学生が病気その他の事由で退学しようとするときは保証人連署で学長に願出てその許可を受けなけ
ればならない。
第38条　学長は学生が病気その他の事由で成業の見込がないと認めたときは、退学を命ずることがある。

　　　第11章　入学検定料、入学料及び授業料
第39条　授業料、入学料及び検定料の額については、別に定める。
第40条　入学志願者は、出願と同時に検定料を納付しなければならない。
第41条　授業料は、次の２期に分けて納付しなければならない。
　　前期　　４月中
　　後期　　10月中
２　前項の規定にかかわらず、学生の申出があったときは、前期に係る授業料を徴収するときに、当該年度
の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。
３　入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については、第１項の規定にかかわらず、入学を許可さ
れる者の申出があったときは、入学を許可するときに徴収するものとする。
４　第１項の授業料納入の告知・督促は、所定の場所（大学院掲示板）に掲示するものとする。
第42条　既納の料金はいかなる事由があっても返還しない。
２　前条第３項の規定に基づき授業料を納付した者が、入学年度の前年度の３月31日までに入学を辞退した
場合には、前項の規定にかかわらず、納付した者の申出により当該授業料に相当する額を返還する。
３　前条第２項及び第３項の規定に基づき授業料を納付した者が、後期分授業料の徴収時期以前に休学又は
退学した場合には、第１項の規定にかかわらず、後期分の授業料に相当する額を返還する。
第43条　本大学院に入学する者であって経済的理由によって入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と
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認められる者並びに前記に該当しない者であっても、本大学院に入学前１年以内において、入学する者の
学資を主として負担している者（以下「学資負担者」という。）が死亡し、又は入学する者若しくはその
者の学資負担者が風水害等の災害を受け、入学料の納付が著しく困難であると認められる者及び当該者に
準ずる者であって、学長が相当と認める事由がある者については、本人の申請により、入学料の全額又は
半額を免除することがある。
２　本大学院に入学する者であつて、経済的理由によつて納付期限までに入学料の納付が困難であり、かつ、
学業優秀と認められる者、入学前１年以内において学資負担者が死亡し、又は入学する者若しくは学資負
担者が風水害等の災害を受け、納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる者及びその他やむ
を得ない事情があると認められる者については、本人の申請により入学料の徴収猶予をすることがある。
３　入学料の免除の申請をした者で、免除を許可されなかつた者又は半額免除を許可された者のうち、前項
に該当する者は、免除の許可を告知した日から起算して14日以内に徴収猶予の申請をすることができる。
４　前３項の取扱いについては、別に定める。
第44条　停学に処せられた者の授業料は徴収するものとする。
第45条　行方不明、その他やむを得ない事由がある者の授業料は本人又は保証人の申請により徴収を猶予す
ることがある。
第46条　死亡又は行方不明のため除籍され、或は授業料の未納を理由として退学を命ぜられた者の未納の授
業料は全額を免除することがある。
第47条　毎学期開始前に休学の許可を受けた者及び休学中に休学延期の許可を受けた者の休学中の授業料は
免除する。ただし、各学期の中途で休学の許可を受けた者の授業料は、月割計算により休学当月の翌月か
ら復学当月の前月までに相当する額を免除する。
２　各学期の中途で復学する者のその期の授業料は、復学当月からつぎの授業料徴収期の前月まで、月割計
算により復学の際徴収する。
第48条　経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者及び学生又は学生
の学資負担者が風水害等の災害を受け、授業料の納付が困難と認められる者については、本人の申請によ
り授業料の全額若しくはその一部を免除又は徴収猶予することがある。
２　前項の取扱については別に定める。
第49条　入学料の免除の申請をした者で、免除を許可されなかった者又は半額免除を許可された者が、納
付すべき入学料を免除の不許可又は半額免除の許可を告知した日から起算して14日以内に納付しない場合
は、除籍する。ただし、第41条第３項の規定により徴収猶予の申請をした者を除く。
２　入学料の徴収猶予の申請をした者で、徴収猶予を許可されなかった者が、納付すべき入学料を徴収猶予
の不許可を告知した日から起算して14日以内に納付しない場合は、除籍する。
３　入学料の徴収猶予の申請をした者で、徴収猶予を許可された者が、納付期限までに入学料を納付しない
場合は、除籍する。
第50条　授業料を所定の期間内に納入しない者で、督促を受け、なおかつ怠る者は退学を命ずる。
２　前項の督促は文書をもってするものとする。

　　　第12章　外国人留学生及び聴講生
第51条　外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本大学院に入学を志願する者があると
きは、本大学院の教育研究に支障のない場合に限り、選考のうえ、外国人留学生として入学を許可するこ
とがある。
２　その他外国人留学生及び聴講生については、別に定める。
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　　　第13章　特別聴講学生及び特別研究学生
第52条　他の大学院の学生又は外国の大学院等の学生で、本大学院研究科等の授業科目の履修を志願する者
があるときは、当該他の大学院又は外国の大学院等と協議して定めるところにより、特別聴講学生として
入学を許可することがある。
２　特別聴講学生の受入れの時期は、学期の始めとする。ただし、当該特別聴講学生が外国の大学院等の学
生で、特別の事情がある場合の受入れの時期は、研究科等においてその都度定めることができる。
３　その他特別聴講学生については、別に定める。
第53条　他の大学院の学生又は外国の大学院等の学生で、本大学院研究科等において研究指導を受けること
を志願する者があるときは、当該他の大学院又は外国の大学院等と協議して定めるところにより、特別研
究学生として入学を許可することがある。
２　特別研究学生の受入れの時期は、原則として、学期の始めとする。
３　その他特別研究学生については、別に定める。
第54条　この章又は細則に定めるものを除くほか、特別聴講学生及び特別研究学生の取扱いについては、こ
の学則（特別聴講学生又は特別研究学生が外国人である場合には、東京医科歯科大学外国人留学生規則（平
成16年規則第182号）を含む。）の大学院学生に関する規定を準用する。

　　　第14章　科目等履修生
第55条　本学大学院が開設する一又は複数の授業科目を履修することを志願する者があるときは、選考の上、
科目等履修生として入学を許可することがある。
第56条　前項により入学した者には、第19条の規定を準用し、単位を与える。
第57条　その他科目等履修生については、別に定める。

　　　第15章　教員組織
第58条　大学院の授業及び研究指導を担当する教員は、当該研究科委員会等の議を経て、学長が命ずる。

　　　第16章　運営組織
第59条　本大学院の管理、運営のため大学院委員会を置く。
２　大学院委員会に関しては、別に定めるところによる。

　　　第17章　雑則
第60条　この学則に定めるもののほか、大学院学生に関し必要な事項については、東京医科歯科大学学則（平
成16年規程第４号）を準用する。

　　　附　則
１　この学則は、平成16年４月１日から施行する。
２　第８条第１号の規定にかかわらず、医歯学総合研究科博士課程の平成16年度及び平成17年度の収容定員
は、それぞれ次のとおりとする。

区　　分 専　　攻　　名

修　士　課　程
医歯科学
 （医療管理学コース）
 （医療政策学コース）

平成16年度 平成17年度
 75
 (5 )
 (10 )

 95
 (5 )
 (20 )

収容定員



─ 10 ─

３　第８条第３号の規定にかかわらず、生命情報科学教育部の平成16年度、平成17年度の収容定員は、それ
ぞれ次のとおりとする。

４　国立大学法人の成立前の東京医科歯科大学の大学院に平成16年３月31日に在学し、引き続き本学の大学
院の在学者となった者（以下「在学者」という。）及び平成16年４月１日以後在学者の属する学年に再入学、
転入学及び編入学する者の教育課程の履修については、この学則の規定にかかわらず、なお従前の例によ
る。
５　この学則の施行前に廃止前の東京医科歯科大学大学院学則（昭和30年学規第１号）の規定によりなされ
た手続その他の行為は、この学則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

　　　附　則（平成17年３月23日規程第３号）
１　この学則は、平成17年４月１日から施行する。
２　平成17年３月31日において現に本大学院に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成17年４月１
日以降在学者の属する学年に再入学、転入学又は編入学する者については、改正後の別表第２及び別表第
５の規定にかかわらず、なお従前の例による。

　　　附　則（平成18年３月28日規程第２号）
１　この学則は、平成18年４月１日から施行する。
２　平成18年３月31日において現に本大学院に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成18年４月１
日以降在学者の属する学年に再入学、転入学又は編入学する者については、改正後の別表第１、別表第２、
別表第３及び別表第５の規定にかかわらず、なお従前の例による。

　　　附　則（平成19年３月29日規程第４号）
１　この学則は、平成19年４月１日から施行する。
２　平成19年３月31日において現に本大学院に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成19年４月１
日以降在学者の属する学年に再入学、転入学又は編入学する者については、改正後の別表第１、別表第２、
別表第３及び別表第５の規定にかかわらず、なお従前の例による。

口腔機能再構築学系
顎顔面頸部機能再建学系
生体支持組織学系
環境社会医歯学系
老化制御学系
全人的医療開発学系
認知行動医学系
生体環境応答学系
器官システム制御学系
先端医療開発学系

博　士　課　程

 168
 120
 74
 80
 40
 32
 80
 70
 116
 84

 168
 120
 73
 80
 40
 32
 78
 69
 116
 84

　備考　括弧内の数字は、医療管理政策学コースに係る定員の数を内数で示す。

区　　分 専　　攻　　名

博士（前期）課程
バイオ情報学

高次生命科学

バイオ情報学

高次生命科学

平成16年度 平成17年度
 31

 30

 13

 12

 32

 30

 20

 18

収容定員

博士（後期）課程
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　　　附　則（平成20年１月16日規程第２号）
１　この学則は、平成20年４月１日から施行する。
２　改正後の第８条第３号の規定にかかわらず、生命情報学教育部の平成20年度及び平成21年度の収容定員
は、次のとおりとする。

　　　附　則（平成20年３月26日規程第４号）
１　この学則は、平成20年４月１日から施行する。
２　平成20年３月31日において現に本大学院に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成20年４月１
日以降在学者の属する学年に再入学、転入学又は編入学する者については、改正後の別表第１、別表第２、
別表第３及び別表第５の規定にかかわらず、なお従前の例による。

　　　附　則（平成21年３月19日規程第５号）
１　この学則は、平成21年４月１日から施行する。
２　改正後の第８条第１号の規定にかかわらず、医歯学総合研究科修士課程の平成21年度の収容定員は、次
のとおりとする。

３　平成21年３月31日において現に本大学院に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成21年４月１
日以降在学者の属する学年に再入学、転入学又は編入学する者については、改正後の別表第２、別表第３、
別表第４及び別表第５の規定にかかわらず、なお従前の例による。

　　　附　則（平成22年　月　日規程第　号）
１　この学則は、平成22年４月１日から施行する。

区　　分 専　　攻　　名

博士（前期）課程
バイオ情報学

高次生命科学

バイオ情報学

高次生命科学

平成20年度 平成21年度
 37

 39

 22

 19

 42

 48

 23

 20

収容定員

博士（後期）課程

区　　分 専　　攻　　名

修　士　課　程
医歯科学
 （医療管理学コース）
 （医療政策学コース）

平成21年度
 110
 (5 )
 (20 )

収容定員

口腔機能再構築学系
顎顔面頸部機能再建学系
生体支持組織学系
環境社会医歯学系
老化制御学系
全人的医療開発学系
認知行動医学系
生体環境応答学系
器官システム制御学系
先端医療開発学系

博　士　課　程

 168
 120
 73
 80
 40
 32
 78
 69
 116
 84

　備考　括弧内の数字は、医療管理政策学コースに係る定員の数を内数で示す。
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２　平成22年３月31日において現に本大学院に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成22年４月１
日以降在学者の属する学年に再入学、転入学又は編入学する者については、改正後の規定にかかわらず、
なお従前の例による。
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○東京医科歯科大学大学院履修規則
  平成22年　月　日
  規  則  第  　  号
　（趣旨）
第１条　東京医科歯科大学大学院における授業の履修に関しては、東京医科歯科大学大学院学則（平成16年
規程第５号。以下「大学院学則」という。）に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

　（授業科目及び履修）
第２条　本大学院の授業科目及び履修は、各研究科・教育部の議を経て別表１に定めるものとする。

　（授業）
第３条　授業は、講義、演習、実験若しくは実習により行い、必修、選択必修又は選択とする。

　（１単位当たりの授業時間）
第４条　大学院学則第13条の２に定める１単位当たりの授業時間は、次のとおりとする。
　（１）医歯学総合研究科
　　ア　講義　　　　　15時間
　　イ　演習　　　　　30時間
　　ウ　実験及び実習　45時間
　（２）保健衛生学研究科
　　ア　講義　　　　　15時間
　　イ　演習　　　　　30時間
　　ウ　実験及び実習　45時間
（３）生命情報科学教育部
　　ア　講義　　　　　15時間
　　イ　演習　　　　　15 ～ 30時間
　　ウ　実験及び実習　30 ～ 45時間

　（試験及び単位）
第５条　履修した授業科目については、試験を行う。ただし、試験を行うことが困難な授業科目等については、
試験によらず、学修の成果をもって、又は指定した課題についての報告をもって試験に替えることがある。
２　前項の試験に合格したときは、所定の単位を与える。
３　実習を伴わない授業科目については、試験に合格したときは所定の単位を与える。ただし、一授業科目
の試験を分割して実施する科目については、そのすべての試験に合格しなければ単位を取得することがで
きない。
４　実習を伴う授業科目については、試験に合格し、かつ、その授業科目の実習修了の認定が行われなけれ
ば所定の単位を取得することができない。

　（雑則）
第６条　この規則に定めるもののほか履修に関し必要な事項は、別に定める。

　　　附　則
　この規則は、平成　年　月　日から施行する。

（                        ）
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専攻 授　業　科　目 単位数
（３）大学院保健衛生学研究科博士（前期）課程専攻

専攻 授　業　科　目 単位数
地域・在宅ケア看護学
地域保健看護学特論Ａ
地域保健看護学演習Ａ
地域保健看護学実習
在宅ケア・緩和ケア看護学特論Ａ－1
在宅ケア・緩和ケア看護学特論Ａ－2
在宅ケア・緩和ケア看護学演習Ａ
在宅ケア・緩和ケア看護学特論B
在宅ケア・緩和ケア看護学演習B
看護病態生理学
在宅ケア看護学実習
リプロダクティブヘルス看護学特論Ａ
リプロダクティブヘルス看護学演習Ａ
リプロダクティブヘルス看護学特論Ｂ
リプロダクティブヘルス看護学演習Ｂ
リプロダクティブヘルス看護学実習
精神保健看護学特論Ａ－１
精神保健看護学特論Ａ－２
精神保健看護学特論Ａ－３
精神保健看護学特論Ｂ－１
精神保健看護学特論Ｂ－２
精神保健看護学特論Ｂ－３
精神保健看護学実習
看護機能・ケアマネジメント開発学
生体・生活機能看護学特論Ａ
生体・生活機能看護学演習Ａ
小児・家族発達看護学特論Ａ－１
小児・家族発達看護学演習Ａ－１
小児・家族発達看護学特論Ａ－２
小児・家族発達看護学演習Ａ－２
小児・家族発達看護学特論Ｂ
小児・家族発達看護学演習Ｂ
小児・家族発達看護学実習
先端侵襲緩和ケア看護学特論Ａ
先端侵襲緩和ケア看護学演習Ａ
先端侵襲緩和ケア看護学特論Ｂ
先端侵襲緩和ケア看護学演習Ｂ
先端侵襲緩和ケア看護学実習
高齢者看護・ケアシステム開発学特論Ａ
高齢者看護・ケアシステム開発学演習Ａ
看護システムマネジメント学特論Ａ
看護システムマネジメント学特論Ｂ
看護システムマネジメント学演習Ａ
高齢者看護・ケアシステム開発学特論Ｂ
高齢者看護・ケアシステム開発学演習Ｂ
高齢者看護・ケアシステム開発学実習

健康教育開発学
健康情報分析学特論Ａ
健康情報分析学演習Ａ
健康教育学特論Ａ
健康教育学演習Ａ
国際看護開発学特論Ａ
国際看護開発学演習Ａ
特別研究
（各分野共通）
看護学研究法特論
看護管理学特論
看護政策学特論
家族看護学特論
看護情報統計学特論
看護教育学特論Ⅰ
看護教育学特論Ⅱ
国際看護研究方法論
医療情報学
病因・病態解析学
生命情報解析開発学
分子生命情報解析学特論Ａ－１
分子生命情報解析学特論Ａ－２
分子生命情報解析学実験Ａ－１
分子生命情報解析学実験Ａ－２
形態・生体情報解析学特論Ａ
形態・生体情報解析学実験Ａ
生命機能情報解析学特論Ａ
生命機能情報解析学実験Ａ
生体機能支援システム学特論Ａ
生体機能支援システム学実験Ａ
疾患モデル生物情報解析学特論Ａ
疾患モデル生物情報解析学実験Ａ
分子・遺伝子応用検査学
先端分析検査学特論Ａ
先端分析検査学実験Ａ
生体防御検査学特論Ａ－１
生体防御検査学特論Ａ－２
生体防御検査学実験Ａ－１
生体防御検査学実験Ａ－２
分子病態検査学特論Ａ
分子病態検査学実験Ａ
先端血液検査学特論Ａ
先端血液検査学実験Ａ
先端生体分子分析学特論Ａ
先端生体分子分析学実験Ａ
特別研究

２
２
６
２
２
２
２
２
２
６
２
２
２
２
６
２
２
２
２
２
２
６

２
２
２
２
２
２
２
２
６
２
２
２
２
６
２
２
２
２
２
２
２
６

２
２
２
２
２
２
８

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

４
４
２
２
４
２
４
２
４
２
４
２
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２
４
４
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２
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４
２
４
２
８
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専攻 授　業　科　目 単位数
（４）大学院保健衛生学研究科博士（後期）課程専攻

地域・在宅ケア看護学
地域保健看護学特論
在宅ケア看護学特論
リプロダクティブヘルス看護学特論
精神保健看護学特論
看護機能・ケアマネジメント開発学
生体・生活機能看護学特論
小児・家族発達看護学特論
先端侵襲緩和ケア看護学特論
高齢者看護・ケアシステム開発学特論
看護システムマネジメント学特論
健康教育開発学
健康情報分析学特論
健康教育学特論
国際看護開発学特論
特別研究
生命情報解析開発学
分子生命情報解析学特論
形態・生体情報解析学特論
生命機能情報解析学特論
生体機能支援システム学特論
疾患モデル生物情報解析学特論
分子・遺伝子応用検査学
先端分析検査学特論
生体防御検査学特論
分子病態検査学特論
先端血液検査学特論
先端生体分子分析学特論
特別研究

４
４
４
４

４
４
４
４
４

４
４
４
８

４
４
４
４
４

４
４
４
４
４
８

総　

合　

保　

健　

看　

護　

学

生　

体　

検　

査　

科　

学



─ 16 ─

○東京医科歯科大学学位規則

 平成16年４月１日

 規  則  第  56  号

　（目的）

第１条　この規則は、学位規則（昭和28年文部省令第９号）第13条の規定に基づき、本学において授与する

学位の種類、学位論文の審査及び試験の方法その他学位に関し、必要な事項を定めるものとする。

　（学位の種類）

第２条　本学において授与する学位は、学士、修士及び博士とする。

２　本学における学士、修士及び博士の学位には、次のとおり専攻分野の名称を付記するものとする。

　学士（医学）

　学士（看護学）

　学士（保健学）

　学士（歯学）

　学士（口腔保健学）

　修士（医科学）

　修士（歯科学）

　修士（医療管理学）

　修士（医療政策学）

　修士（看護学）

　修士（保健学）

　修士（バイオ情報学）

　修士（高次生命科学）

　修士（生命情報科学）

　修士（理学）

　修士（学術）

　博士（医学）

　博士（歯学）

　博士（学術）

　博士（看護学）

　博士（保健学）

　博士（バイオ情報学）

　博士（高次生命科学）

　博士（生命情報科学）

　博士（理学）

　（学位授与の要件）

第３条　学士の学位は、本学学則の定めるところにより、本学を卒業した者に授与する。

２　修士の学位は、本学大学院学則の定めるところにより、本学大学院の修士課程及び博士（前期）課程を

修了した者に授与する。

（                        ）



─ 17 ─

３　博士の学位は、本学大学院学則の定めるところにより、本学大学院の博士課程又は博士（後期）課程を

修了した者に授与する。

４　前項に定めるもののほか、博士の学位は、本学大学院の行う学位論文の審査及び試験に合格し、かつ、

本学大学院の博士課程又は博士（後期）課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者

にも授与する。

　（学位論文の提出）

第４条　前条第２項又は第３項の規定により、学位論文の審査を申請する者は、学位に付記する専攻分野の

名称を指定して、学位論文に所定の書類を添えて、所属の研究科又は教育部（以下「研究科等」という。）

の長に提出するものとする。

２　前条第４項の規定により、学位を請求する者は、学位に付記する専攻分野の名称を指定して、学位論文

に所定の書類を添えて、学長に提出するものとする。

３　前項の提出にあたっては、本学の教授又は研究科委員会若しくは教育部教授会（以下「研究科委員会等」

という。）の構成員である助教授の推薦を必要とする。

４　提出する学位論文は、自著一編とする。ただし、参考として他の論文を添付することができる。

５　いったん受理した学位論文（参考として添付された論文を含む。）は、返付しない。

　（審査料）

第５条　第３条第４項の規定により学位を請求する者は、審査料を納付しなければならない。

２　前項の審査料の額は、別に定める。

３　既納の審査料は還付しない。

　（学位論文の審査）

第６条　研究科等の長は、第４条第１項の規定により学位論文の審査の申請を受理したときは、研究科委員

会等に審査を付託する。

２　学長は、第４条第２項の規定により、学位請求の申請を受理したときは、学位に付記する専攻分野の名

称に応じ、関係の研究科委員会等に学位論文の審査を付託する。

第７条　前条の規定により学位論文の審査を付託された研究科委員会等は、学位論文ごとに本学の専任教官

３名以上により構成される審査委員会を設けて審査を行う。

２　前項の審査委員会の委員のうち、修士に係る審査については１名以上を、博士に係る審査については２

名以上を教授としなければならない。

３　研究科委員会等は、学位論文の審査（最終試験及び試験を含む。）に当たって必要と認めたときは、第

１項に定める者のほか、他の大学院、研究所又は高度の水準を有する病院の教員等を審査委員会の委員に

委嘱することができる。

４　審査委員会は、審査上必要があるときは、学位論文（参考として添付された論文を含む。）の訳文又は

標本等の提出を求めることができる。

　（最終試験又は試験等）

第８条　審査委員会は、学位論文の審査が終わった後に、当該論文を中心として、これに関連のある科目に

ついて最終試験又は試験を行う。

２　前項の最終試験又は試験の方法は、口頭又は筆答とする。

３　審査委員会は、第３条第４項の規定により学位を請求する者については、専攻学術に関し、本学大学院

の博士課程又は博士（後期）課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認するため、口頭又は

筆答による試問（外国語を含む。）を行う。
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４　本学大学院の博士課程に４年以上在学し、本学大学院学則第11条第３項に規定する博士課程における所

定の単位を修得して退学した者が、本学大学院博士課程入学後10年以内に、第３条第４項の規定により学

位を請求するときは、前項の試問を免除する。

５　本学大学院の博士（後期）課程に３年以上在学し、本学大学院学則第11条第４項に規定する博士（後期）

課程における所定の単位を修得して退学した者が、本学大学院博士（後期）課程入学後８年以内に、第３

条第４項の規定により学位を請求するときは、第３項の諮問を免除する。

　（審査期間）

第９条　審査委員会は、その設置後、修士の学位にあっては３月以内、博士の学位にあっては１年以内に、

学位論文の審査並びに最終試験又は試験及び試問を終了しなければならない。ただし、特別の事情がある

ときは、研究科委員会等の議決によりその期間を延長することができる。

　（審査委員会の報告）

第10条　審査委員会は、学位論文の審査並びに最終試験又は試験及び試問を終了したときは、すみやかにそ

の結果を研究科委員会等に報告しなければならない。

　（研究科委員会等の審議）

第11条　研究科委員会等は、前条の報告に基づいて、学位授与の可否について審議する。

２　前項の審議を行うには、研究科委員会委員又は教育部教授会構成員（海外渡航中の者及び休職中の者を

除く。）の３分の２以上の出席を必要とする。

３　学位を授与できるものと議決するには、出席者の３分の２以上の賛成を必要とする。

　（学長への報告）

第12条　研究科委員会等が、学位を授与できるものと議決したとき（第６条第２項の規定により学位論文の

審査を付託された者については、学位を授与できるものと議決されなかったときを含む。）は、研究科等

の長は、学位論文に学位論文の内容の要旨及び学位論文の審査の要旨並びに最終試験又は試験及び試問の

成績を添えて、学長に報告しなければならない。

２　研究科委員会等が、第６条第１項の規定により、学位論文の審査を付託された者について、学位を授与

できるものと議決したときは、研究科等の長は、前項に定めるもののほか、論文目録及び履歴書を添えて

学長に報告しなければならない。

　（学位記の授与）

第13条　学長は、第３条第１項の規定により、学士の学位を授与すべき者に学士の学位記を授与する。

２　学長は、前条の報告に基づいて、修士又は博士の学位の授与の可否について認定のうえ、学位を授与す

べき者には、当該学位の学位記を授与し、学位を授与できない者には、その旨通知する。

　（学位記の様式）

第14条　学位記の様式は、別紙様式第１、別紙様式第２、別紙様式第３、別紙様式第４、別紙様式第５、別

紙様式第６、別紙様式第７及び別紙様式第８のとおりとする。

　（博士論文要旨等の公表）

第15条　大学は、博士の学位を授与したときは、当該学位を授与した日から３月以内に、その学位論文の内

容の要旨及び学位論文の審査の結果の要旨を公表するものとする。

　（博士論文の公表）

第16条　博士の学位を授与された者は、当該学位を授与された日から１年以内に、学位論文を印刷公表する

ものとする。ただし、当該学位を授与される前に既に印刷公表したときは、この限りでない。

２　前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、本学の承
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認を受けて、当該学位論文の全文に代えて、その内容を要約したものを印刷公表することができる。この

場合、本学は、その学位論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。

　（学位の名称の使用）

第17条　学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは、東京医科歯科大学名を付記するものとする。

　（学位授与の取消）

第18条　学位を授与された者が次の各号の一に該当するときは、学長は関係の学部教授会又は研究科委員会

等の議決を経て、学位の授与を取り消し、学位記を返還させるものとする。

　（1）不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき

　（2）その名誉を汚す行為があったとき

２　学部教授会において前項の議決を行う場合は、教授会構成員（海外渡航中及び休職中の者を除く。）の

３分の２以上の出席を必要とし、かつ無記名投票により出席者の３分の２以上の賛成を必要とする。

３　研究科委員会等において第１項の議決を行う場合は、第11条第２項及び第３項の規定を準用する。

　（学位授与の報告）

第19条　本学において博士の学位を授与したときは、学長は、文部科学大臣に報告するものとする。

　（その他）

第20条　本規則に定めるもののほか、修士及び博士の学位論文の審査及び試験に関し必要な事項は、各研究

科委員会等が別に定める。

附　則

１　この規則は、平成16年４月１日から施行する。

２　この規則の施行前に廃止前の東京医科歯科大学学位規則（昭和50年学規第33号）の規定によりなされた

手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
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◎学生周知事項
１．連絡・通知
　　学生へのすべての告示、通知、連絡事項（奨学金関係、健康診断、授業料の納付等）は、掲示により行
いますので、見落としがないよう十分注意して下さい。（６号館前大学院掲示板）
　　掲示板には、逐次、新しい掲示をするので、不利益を被らないよう心がけて下さい。

２．学生証
　　学生証は、本学の学生である旨を証明するとともに、学内での名札として、入学時に交付したものを、
４年間使用しますので、紛失・破損等のないよう大切に取り扱って下さい。
　　また、通学定期券の購入時等に提示を求められたときに提示できるよう、常に携帯するようにして下さい。
（1）再交付

　　　　学生証を紛失又は破損等した場合は、速やかに学務企画課に申し出て、再交付の手続きをとって下さい。
また、再交付の申請を行う場合は、再交付にかかる費用を負担することとなりますので注意して下さい。

（2）返却
　　　　修了、退学、除籍、又は有効期間が経過した場合は、直ちに学生証を学務企画課に返却して下さい。

なお、返却ができない場合は、再交付を申請するものとして、費用を負担することとなりますので注意
して下さい。

３．証明書等
　　証明書等は、教務課にて発行するものと、自動発行機にて発行するものがあります。
（1）教務課（受付時間：8:30～17:15）

　　　　次に掲げるものは、教務課で発行しますので証明書交付願を提出して下さい。
　　　　（交付は、原則として、提出のあった日の翌日の午後となります。）
　　　①成績証明書
　　　②単位取得証明書
　　　③修了見込証明書（学位論文の申請手続きをした者）
　　　④英文の証明書（交付に１週間程度要します。）
　　　⑤実習用定期証明書
　　　　研究科委員会で承認された研究指導委託等により、本学以外の大学院、研究所、病院等に通学する

場合は、実習用定期の発行が可能ですので、必要が生じた者は、教務課に申し出てください。
　　　　なお、鉄道会社の許可を受けるまでに１ヶ月程度要しますので留意してください。（例：４月から

必要な場合は、２月中に手続きをとること。）
　　　※その他　上記以外の証明書等については、個々に教務課に相談して下さい。
（2）自動発行機（利用時間：8:30～21:00）
・・問い合わせ先（学生支援課：TEL 5803－5074）
　在学証明書と学割証は、学生談話室（５号館３階）に設置されている「自動発行機」で発行します。

４．学生旅客運賃割引証（学割証）
（1）学生が課外活動又は帰省などでＪＲ線を利用する場合、乗車区間が片道100kmを超えるときに旅客運
賃の割引（２割）を受けることができます。

　　この制度は、修学上の経済的負担を軽減し、学校教育の振興に寄与することを目的とするものなので、
計画的に使用して下さい。（年間使用限度：10枚／人、有効期間：発行日から２ヶ月間）

（2）次に掲げる行為があったときは、普通運賃の２倍の追徴金を取られるばかりでなく、本学の全学生に
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対する学割証の発行が停止されることがありますので、乱用又は不正に使用することのないよう注意し
て下さい。

　　①他人名義の学割証を使って乗車券を購入したとき
　　②名義人が乗車券を購入し、これを他人に使用させたとき
　　③使用有効期間を経過したものを使用したとき
（3）学割証は、学生談話室（５号館３階）に設置されている「自動発行機」にて発行します。（利用時間：
平日8:30～21:00）

　　　（問い合わせ先）学生支援課（TEL 5803－5074）

５．住所・氏名等の変更
　　本人又は保証人の住所・本籍又は氏名等（電話番号を含む。）に変更が生じた場合は、速やかに教務課
に申し出て所定の手続きをとって下さい。
　　この手続きを怠った場合、大学から本人又は保証人に緊急に連絡する必要が生じても連絡が取れないの
で注意して下さい。

６．休学、復学、退学、研究指導委託、留学、在学期間延長
　　休学、復学、退学、研究指導委託、留学、在学期間延長は、研究科委員会を経て学長の許可を得なけれ
ばなりませんので、早めに教務課に相談願います。
　　また、他大学院等で研究指導を希望する場合には、本学の研究科委員会の承認後、先方の大学院の承認
を得る必要がありますので、委託開始希望日の２ヶ月前までに申請書を教務課に提出して下さい。
（1）休学（休学希望日の１ヶ月前までに提出）

　　　　病気その他の事由により、引き続き３ヶ月以上休学する場合又は休学期間を延長する場合は、「休
学願」又は「休学期間延長願」を教務課に提出し、学長の許可を受けて下さい。

　　　　（病気の場合は、医師の診断書を添付して下さい。）
　　　　なお、休学（延長を含む。）するにあたっては、事前に指導教員と十分相談して下さい。
　　　　また、休学を許可される期間は、通算して２年を超えることができません。
（2）復学（復学希望日の１ヶ月前までに提出）

　　　　休学している学生が、休学許可期間の途中又は満了時に復学を希望する場合は、復学願（保証人連
著）を教務課に提出し、学長の許可を受けて下さい。

　　　　（病気を事由に休学した場合は、医師の診断書を添付して下さい。）
（3）退学（退学希望日の１ヶ月前までに提出）

　　　　病気その他の事由により、学業を継続することが困難となり、退学しようとする場合は、退学願（保
証人連著）を教務課に提出し、学長の許可を受けて下さい。

　　　　なお、退学するにあたっては、事前に指導教員と十分相談して下さい。
（4）研究指導委託（研究指導委託希望日の２ヶ月前までに提出）

　　　　他の大学院、研究所又は高度の水準を有する病院（以下「他機関」という。）において研究指導を
受けたい場合は、先方とあらかじめ協議したうえで「研究指導委託申請書」を提出し、研究科が教育
上有益であると認めた場合は、当該他機関において研究指導を受けることが可能です。

（5）留学（留学希望日の２ヶ月前までに提出）
　　　　外国の大学院又はこれに相当する高等教育機関において修学したい場合は、先方とあらかじめ協議

したうえで「留学願」を提出し、研究科が教育上有益であると認めた場合に留学することが可能です。
（6）在学期間延長（最終学年の２月末日までに提出）

　　　　標準修業年限を越えて在学（休学期間を除く。）しようとする者は、指定の期日までに「在学期間
延長願」を提出し、許可を得ることが必要です。
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　　　　なお、在学期間は、標準修業年限の２倍（休学期間を除く。）まで延長することができます。

７．研修・研究依頼
　　外部の研究機関等に研修（実習）又は研究を希望する場合は、教務課に研修・研究依頼書を提出してく
ださい。

８．遺失物及び拾得物
　　学内での遺失物又は拾得物の届出は以下のとおりとなります。
（1）医学部内・・・・・・・・・医学部総務課（Ａ棟１階：TEL 5803－5096）
（2）歯学部内・・・・・・・・・歯学部総務課（歯科外来事務棟２階：TEL 5803－5406）
（3）その他・・・・・・・・・・紛失及び拾得場所（建物）を管理する各事務部

９．進路調査
　　大学院を修了（見込みを含む）する場合は、修了日（見込み日）までに必ず進路調査票を学生支援課に
提出して下さい。
　　（問い合わせ先）学生支援課（TEL 5803－5077）

10．学生相談窓口
　　修学上の諸問題に対応します。宮本真巳教授（精神保健看護学分野、内線5354）または松浦雅人教授（生
命機能情報解析学分野、内線5372）が相談に応じます。
　　（問い合わせ先）学生支援課（TEL 5803－5077）

11．健康相談・精神衛生相談（保健管理センター：TEL 5803 － 5081）
　保健管理センターは本学の学生・職員が心身共に健康な生活を送り、所期の目的を達成することができ
るよう、助言・助力することを目的としている施設です。
（1）健康・精神衛生相談
①　健康相談は午前10時から受け付けます。
②　センターには自分で測定できる身長計、体重計、血圧計などが設置してあります。
③　医師の担当時間は、センターで確認してください。
④　医師担当時間以外でも医師がいる場合は相談に応じます。

（2）健康診断
　健康管理は自己責任ですので、必ず受けるようにしてください。
①　一般定期健康診断、Ｂ型肝炎抗原抗体検査　　　　　　　　　５月
②　放射線取扱者の特別定期健康診断　　　　　　　　　　　　　４月、10月
③　その他　Ｂ型肝炎の予防接種、インフルエンザの予防接種、ツ反　等

（3）健康診断書の発行
　各種資格試験受験、病院研修申請、就職などを目的として必要な健康診断書を発行しています。ただ
し、診断書の発行は定期検診を受検している方に限ります。

12．その他
（1）個人宛の郵便物等には、必ず分野名の記載を相手方に周知してください。
（2）本学では、構内での交通規制が行われており、学生の車での通学は認められていませんので、注意し
て下さい。ただし、電車、バス等で通学することが困難な者については、申請に基づき許可することが
あります。
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（3）担当課
　　①　教務事務・・・・・・・学務部教務課
　　　　　　　　　　　　　　　（医歯学総合研究棟（Ⅰ期棟）３階：TEL  5803－5119）
　　②　授業料の納入・・・・・財務部資金課
　　　　　　　　　　　　　　　（１号館１階：TEL  5803－5042）
　　③　奨学金・授業料免除・・学生支援課
　　　　　　　　　　　　　　　（医歯学総合研究棟（Ⅰ期棟）３階：TEL  5803－5077）
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諸手続（提出場所：学務部教務課）

届出用紙・申請書 摘　　　　　要

休 学 願

休 学 期 間 延 長 願

復 　 　 学 　 　 願

退 　 　 学 　 　 願

留 　 　 学 　 　 願

留 学 期 間 変 更 願

研 究 指 導 の 委 託 申 請 書

外 部 研 修・ 実 習 申 請 書

改　　 姓（ 名 ）　　 届

学 生 証 記 載 事 項 変 更 願

住 所・ 本 籍 地 変 更 届

保 証 人 変 更 届

学生証(入退館システムキー)

再交付申請書

紛 失 届

在 学 期 間 延 長 願

専 攻 分 野 変 更 願

在 学 コ ー ス 変 更 願

死 亡 届

そ の 他

３ヶ月以上休学する場合

※病気で休学する場合は、診断書添付

自己都合により退学を希望する場合

外国の大学又は研究所に留学する場合

他大学院又は研究所等において研究指導を受ける

場合

他の病院等で研修・実習を行う場合

※改姓（名）を証明する書類を添付すること。

本人・保証人の住所・本籍地を変更した場合

保証人を変更する場合

学内において私物等紛失した場合

標準修業年限（休学期間を除く）を越えて在学す

ることを希望する場合

在学中に研究内容に変更が生じた場合等に所属研

究分野の変更を希望する場合

「一般コース」から「社会人コース」への変更は、

原則として認めないが、勤務先の承諾書及び指導

教員の変更理由書により審議のうえ、認めること

もある。

学生本人が死亡した場合に保証人が提出する。

休学希望日の１月前までに提出

（研究科運営委員会付議事項）

復学希望日の１月前までに提出

（研究科運営委員会付議事項）

退学希望日の１月前までに提出

（研究科運営委員会付議事項）

留学希望日の２月前までに提出

（研究科運営委員会付議事項）

研究指導委託希望日の２月前までに提出

（研究科運営委員会付議事項）

研修・実習依頼希望日の２週間前までに提出

但し、外国での場合は２月前までに提出

速やかに提出（随時）

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

２月末日までに提出

（研究科運営委員会付議事項）

変更希望日の１月前までに提出

（研究科運営委員会付議事項）

変更希望日の１月前までに提出

（研究科運営委員会付議事項）

速やかに提出（随時）

※指導教員の理由書と相手先の受入承諾書等の書
類を添付すること。
※留学許可期間を変更したい場合は、留学期間変
更願を提出すること。

※年度を越えることは出来ない。翌年も引き続き
研究指導を受ける場合は、２月末日までに再度申
請すること。

※授業料債権に係る保証人の住所が変更となった
場合は、別途「保証人（住所）変更届出」を資金
課収入管理掛へ提出すること。

※授業料債権に係る保証人を変更する場合は、別
途「保証人（住所）変更届出」を資金課収入管理
掛へ提出すること。

【転学】他大学に転学を希望する者は、事前に指導教員・教務課に相談のこと。

＊研究科運営委員会付議事項について、９月は、研究科運営委員会が開催されませんので、10月から希望する学生は、
　上記の提出期限の更に１ケ月前までに届け出て下さい。

学生証を紛失又は汚損した場合
※紛失、破損以外の理由で再交付を希望する場合
は「再交付願」



─ 246 ─

諸証明書

種　　　　類 申　　請　・　発　　行　　場　　所

在 学 証 明 書

成 績 証 明 書

単 位 取 得 証 明 書

修 了 証 明 書

修 了 見 込 証 明 書

在 学 期 間 証 明 書

そ の 他 諸 証 明 書

実 習 用 定 期 証 明 書

学 生 旅 客 運 賃 割 引 証

（学割）

自動発行機（５号館３階の談話室内）を利用してください。

※自動発行機のみの発行となります。（郵送不可）

※英文の場合は教務課へ申請して下さい。

学務部教務課（医歯学総合研究棟３階）窓口に証明書交付願がありますので、該当事項等を記入のうえ、

請求願います。（原則として翌日発行）

※英文の場合は１週間位かかりますので、早めに申請して下さい。

※証明書の郵送を希望する者は、証明書交付願と返信用封筒（角型２号封筒に120円切手を貼付）を同

封の上、請求願います。

（郵送料が不足する場合は、郵便局からの請求に基づきお支払い下さい。）

別途研究指導委託等の許可を得たうえ、１ケ月以上前に申請して下さい。

（年度を越えることはできません。）

自動発行機（５号館３階学生談話室内）を利用して下さい。

※自動発行機のみの発行となります。（郵送不可）

※届出用紙等は次のとおり本学のホームページから閲覧、印刷できます。
　・本学ホームページ（http://www.tmd.ac.jp）→　教育研究組織　→　大学院保健衛生学研究科をクリック　→　学務部教
　　務課をクリック　→　1.諸手続きの②保健衛生学研究科（前期・後期課程）をクリックまたは2.諸証明書をクリック。



海外留学・研修
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COLLABORATION  OF  GRADUATE  SCHOOL  OF  ALLIED  HEALTH  SCIENCES
IN TOKYO  MEDICAL  AND  DENTAL  UNIVERSITY
WITH  UNIVERSITIES  IN  FOREIGN  COUNTRIES

SEINAJOKI UNIVERSITY OF APPLEIED SCIENCES
University

UNIVERSITY OF TAMPERE
Department of Nursing science

UNIVERSITY OF COLORADO DENVER
College of Nursing

THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD
School of Nursing and Midwifery

UNIVERSITY OF WASHINGTON
School of Nursing

NATIONAL YANG-MING UNIVERSITY
School of Nursing

1

2

3

4

5

6

Finland

Finland

U.S.A

U.K.

U.S.A

Taiwan

Sep.08,2004

Sep.12,2004

Oct.24,2005

June.11,2008

July.01,2008

Nov.25,2009

University / School etc.No. Contract
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学 内 主 要 施 設
教 員 研 究 室

講 義 室

※図   　　　　書   　　　　館

保 健 管 理 セ ン タ ー

Ｒ Ｉ セ ン タ ー

実 験 動 物 セ ン タ ー

生 活 協 同 組 合　 食 堂・ 売 店

教 務 課 保 健 衛 生 教 務 掛

学 生 支 援 課

学 務 企 画 課

財 務 部 資 金 課 収 入 管 理 掛

学術国際部学術連携・国際課

医歯学総合研究棟（Ⅰ期）　15～19階

医歯学総合研究棟（Ⅰ期）　15階

１号館　３階 03（5803）5592

５号館　２階 03（5803）5081

共同研究棟　Ｂ１階

７号館　７階、３号館地下２階、M&Dタワー地下２階

５号館　１階・Ｂ１階

医歯学総合研究棟（Ⅰ期）　３階 03（5803）5119

医歯学総合研究棟（Ⅰ期）　３階 03（5803）5077

１号館　１階 03（5803）5074

１号館　１階 03（5803）5042

医歯学総合研究棟（Ⅰ期）20階

M＆Ｄタ
ワー

歯学部
校

舎・動
物

実験施
設

棟（7号
館）

湯島地区及び駿河台地区所在略図

※今年度中に移転するので、詳細はホームページで確認すること。




